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平成２９年１１月１４日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 供託金還付請求権確認請求事件（本訴） 

平成●●年（○○）第●●号 供託金還付請求権取立権確認請求事件（反訴） 

口頭弁論終結日 平成２９年８月３１日 

 

判     決 

本訴原告反訴被告   Ｘ株式会社 

（以下「原告」という。） 

本訴被告       Ｙ１株式会社 

（以下「被告Ｙ１」という。） 

本訴被告反訴原告   国 

（以下「被告国」という。） 

 

主     文 

１ 被告国と原告との間において、別紙１ないし３の供託金目録記載の各供託金

につき、被告国が還付請求権の取立権を有することを確認する。 

２ 原告と被告Ｙ１との間において、別紙１ないし３の供託金目録記載の各供託

金につき、原告が還付請求権を有することを確認する。 

３ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 

４ 訴訟費用は、これを３分し、その１を被告Ｙ１の負担とし、その余を原告の

負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 本訴請求 

（１） 主文第２項と同旨 
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（２） 原告と被告国との間において、別紙１ないし３の供託金目録記載の各供

託金につき、原告が還付請求権を有することを確認する。 

２ 反訴請求 

主文第１項と同旨 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、原告が被告Ｙ１から貸金債権の弁済に代えて被告Ｙ１の取引先３社

に対する各請負代金債権を譲り受けたが、これら３社において、上記各請負代

金債権に譲渡禁止特約が付されていたことから債権者不確知を理由に供託がな

されたところ、被告国が、被告Ｙ１の供託金還付請求権を租税滞納処分により

差し押さえたため、原告は、被告らに対し、原告が本件各供託金の還付請求権

を有していることの確認を求め（本訴）、被告国が、原告に対し、被告国が本

件各供託金の還付請求権について取立権を有することの確認を求めた（反訴）

事案である。 

２ 争いのない事実等（末尾に証拠を掲記した事実以外は争いがない。） 

（１） 当事者等 

原告は、鉄筋工事業、建設業等を目的として平成２３年６月●日に設立

された株式会社であり、その代表取締役は、Ａ（以下「Ａ」という。）で

ある。 

被告Ｙ１は、鉄筋工事業、建設業等を目的として平成２３年７月●日に

設立された株式会社である。Ａは、被告Ｙ１において、平成２３年９月１

日から平成２６年５月１８日までの間、取締役の地位にあり、そのうち、

平成２４年４月１１日から同年８月３１日までの間は代表取締役の地位に

あった。 

（２） 被告Ｙ１の各供託金還付請求権（以下「本件各供託金還付請求権」とう。）

の発生 

被告Ｙ１は、以下の第三債務者（以下「本件各第三債務者」という。）と
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の間でそれぞれ工事請負契約を締結し（以下、順次「本件請負契約①」な

どといい、これらを併せて「本件各請負契約」という。また、本件請負契

約①及び②の締結の際に作成された工事下請負基本契約書（乙５、７）を、

それぞれ「本件請負契約書①」、「本件請負契約書②」といい、本件請負

契約③に係る「注文書」（乙２６）及び「注文請書」（乙９）と併せて「本

件各請負契約書等」という。）、以下の請負代金債権（以下、これらを併

せて「本件各請負代金債権」という。なお、以下の債権額は、供託日時点

における請負代金債権額である。）を有していたところ、平成２７年９月

１１日、原告に対し、原告に対する借入金債務２８２３万円の弁済に代え

て、本件各請負代金債権を含む９本の債権を譲渡する旨約し（以下「本件

債権譲渡」という。）、同譲渡の事実を以下の「通知到達日」欄に到達し

た内容証明郵便で本件各第三債務者に通知した。（債権譲渡契約につき甲

７） 

これに対し、本件各第三債務者は、本件各請負契約に債権を譲渡するこ

とを禁ずる旨の債権譲渡禁止特約が付されている（以下「本件各譲渡禁止

特約」という。）が、原告の善意・悪意が不明であり、当該債権譲渡の有

効性を判断できず、債権者を確知できないため、法令条項を民法４９４条、

被供託者を被告Ｙ１又は原告として、別紙１ないし３の供託金目録記載の

各供託（以下、それぞれ「本件供託金①」などという。）をした。 

ア 株式会社Ｂ（以下「Ｂ」という。） 

請負基本契約締結日   平成２４年２月３日 

債権額   工事請負代金４５６万８４００円 

通知到達日      平成２７年９月１６日 

供託日        平成２７年９月３０日 

イ Ｃ株式会社（以下「Ｃ」という。） 

請負基本契約締結日   平成２４年７月２日 
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債権額   工事請負代金１７２万８０００円 

通知到達日 平成２７年９月１７日又は１８日 

供託日        平成２７年１０月１日 

ウ 株式会社Ｄ（以下「Ｄ」という。） 

請負契約締結日     平成２７年５月１日 

債権額   工事請負代金１４６万８８００円 

通知到達日      平成２７年９月１６日 

供託日        平成２７年９月３０日 

（３） 被告国による本件各供託金還付請求権の差押え 

被告国は、平成２７年１０月３０日、被告Ｙ１に対する別紙４「租税債

権目録１」記載の租税債権を徴収するため、国税徴収法（以下「徴収法」

という。）４７条１項１号、同条２項及び６２条に基づき、被告Ｙ１が有

する本件供託金①及び②の還付請求権を差し押さえ、同日、債権差押通知

書を大阪法務局供託官に交付送達した。 

また、被告国は、平成２７年１１月２５日、被告Ｙ１に対する別紙５「租

税債権目録２」記載の租税債権を徴収するため、徴収法４７条１項１号及

び６２条に基づき、被告Ｙ１が有する本件供託金③の還付請求権を差し押

さえ、同日、債権差押通知書を大阪法務局供託官に交付送達した。 

（４） なお、原告は、本件請負契約③に係る譲渡禁止特約について自白の撤回

を主張するが、証拠（甲５、乙９、１９、２６、４０）により同特約の存

在は認められ、これに反する証拠は何ら提出されていないから、上記主張

は採用できない。 

３ 争点及びこれに対する当事者の主張 

（１） 原告の本件各譲渡禁止特約についての悪意又は重過失の有無 

【被告国の主張】 

原告は、本件各譲渡禁止特約の存在につき悪意であるか、仮に善意であ
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ったとしても、上記特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失があ

る。 

すなわち、工事請負契約において、工事請負代金債権に譲渡禁止特約を

付することが通例であることは、建設業界において周知の事実であり、こ

のことは、下請負契約においても変わるところはない。そして、建設業界

に長年携わってきたＡが、本件債権譲渡があったとされる平成２７年９月

１１日の時点において、建設業界の慣習等を熟知していたことは明らかで

ある。また、Ａは、平成２３年９月１日から平成２６年５月１８日までの

間、被告Ｙ１の取締役（平成２４年４月１１日から同年８月３１日までは

代表取締役）を兼務し、被告Ｙ１の本店所在地は、平成２３年７月●日の

設立時から平成２４年４月１０日までの間、原告の本店所在地と同じであ

ったところ、本件請負契約①及び本件請負契約②は、被告Ｙ１の代表取締

役ないし取締役在任中にそれぞれ締結されたものであり、その後、被告Ｙ

１と第三債務者との間で締結された個別契約において、いずれも被告Ｙ１

の代表取締役としてＡの記名押印が存在するなど、原告又はＡ、被告Ｙ１

には強い関連性が認められる。そうすると、原告において、本件各譲渡禁

止特約を認識していたか、本件債権譲渡に当たって、本件各請負代金債権

に係る基本契約書その他の契約関係書類の内容・条項等を譲渡人である被

告Ｙ１又は債務者である本件各第三債務者に確認しようと思えば、これを

容易にすることができたにもかかわらず、そのような確認をすることなく、

漫然と、債権譲渡契約を締結したと考えられることから、仮に原告が本件

各譲渡禁止特約の存在を知らなかったとしても、知らなかったことにつき、

重大な過失があると解するのが相当である。 

【原告の主張】 

ア 原告は、法人の目的欄の一つに建設業を掲げてはいるが、建設業その

ものを行ったことはなく、主に不動産賃貸を業とする会社である。 
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確かに、Ａは、約４０年間にわたって建築業界に身を置いており、ゼネ

コン等の大手建築業者が契約に利用する四会約款において譲渡禁止特約

が付されていることを知っているが、下請負工事には、譲渡禁止特約がな

いことが多いとの認識であった。そして、現にＡは、本件各第三債務者に

対して譲渡禁止特約の存在を尋ねることもしなかった。 

したがって、原告において、本件各請負契約において譲渡禁止特約が付

されていることまで知る由もなく、善意である。 

イ また、原告は被告Ｙ１が倒産状態に陥ったことから、自らの債権回収

のために被告Ｙ１との間で本件債権譲渡を受けたものである。債務者が

倒産するという緊急時において、債権者に対して、債務者が第三債務者

に対して有している債権に譲渡禁止特約が付されているかどうかについ

てまで、調査義務を負わせるのはおよそ現実的ではない。仮に、第三債

務者に尋ねたとしても、守秘義務違反を理由としておよそ回答を得られ

る見込みがない。 

したがって、原告は、本件各譲渡禁止特約の存在について善意無過失で

あった。 

（２） 被告国による本件各供託金還付請求権の差押えが信義則に反し無効とな

るか 

【原告の主張】 

本件は被告国による公権力の行使の発露である差し押さえと、民間の債

権譲渡の優劣をめぐる争いである。公債権の回収については、私債権の回

収に優先するのが国税徴収法等の定めであるが、公債権の回収が私債権の

回収に大きく遅れているような場合には、信義則によって、私債権の回収

が公債権の回収に優先する場合があるというべきである。 

本件においては、被告国の滞納処分による差押えは原告の債権譲渡から

１か月半から２か月後になされており、被告Ｙ１の本来の納期限の徒過か
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ら見ても遅きに過ぎるというべきである。原告から見れば、まさしく後か

らきて被告国に横取りされるに等しい状態であり、このような被告国のや

り口は信義に反する。 

よって、被告国による本件差押えは、原告との関係において信義則上無効

というべきである。 

【被告国の主張】 

争う。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 

前記争いのない事実、証拠（甲１ないし１６、乙１ないし３３、３７ないし

４１。以下、特に断らない限り、証拠番号には枝番号を含む。原告代表者。た

だし、後記認定に反する部分は除く。）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事

実が認められる。 

（１） 原告及び被告Ｙ１の関係等 

ア 原告は、鉄筋工事業、建設業等を目的として平成２３年６月●日に設

立された株式会社であり、その代表取締役は、Ａである。 

被告Ｙ１は、鉄筋工事業、建設業等を目的として、原告の本店所在地と

同じ所在地に本店を置いて平成２３年７月●日に設立された株式会社（本

店所在地は平成２４年４月１１日に堺市に移転）であり、その従業員数は、

最も多い時期で２０名程度であった（乙２、３、原告代表者５、６、２７、

３０頁）。 

イ Ａは、平成２３年９月１日から平成２６年５月１８日までの間、被告

Ｙ１の取締役の地位にあり、そのうち、平成２４年４月１１日から同年

８月３１日までの間は代表取締役であった（乙２、３）。 

ウ Ｅ（以下「Ｅ」という。）は、Ａの従妹の子であるところ、平成２４

年８月３１日から平成２７年７月１日までの間、被告Ｙ１の代表取締役
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の地位にあったが、同日付けで取締役を辞任し、同年９月２７日に代表

取締役に再び就任し、現在まで代表取締役の地位にある（乙３、３７）。

また、Ｅの子であるＦは、被告Ｙ１の設立時である平成２３年７月●日

から平成２７年９月２７日までの間、被告Ｙ１の取締役の地位にあり、

そのうち、平成２７年７月１日から同年９月２７日までの間は代表取締

役であった（乙２、３）。 

（２） Ａ及びＧ 

ア Ａは、昭和５６年１月から平成１５年５月までの間、建築請負及び建

売建築業等を目的とするＧ株式会社（以下「Ｇ」という。）において代

表取締役を務め、４０年間、建設業界に携わっている。Ｇは、平成８年

１月から現在に至るまでの間、ほぼ連続して建設業の許可を受けてきた。

（乙２１、２７、３８、原告代表者１頁） 

イ Ｇは、平成１９年２月２８日、平成２１年１１月１３日及び平成２２

年５月３１日に、いずれもＢとの間で譲渡禁止特約の定めのある工事請負

契約を締結し、同社に対してマンションやビルの新築又は改修工事を発注

している（乙３０）。 

（３） 本件各第三債務者 

ア Ｂは、主にマンション建設などを手掛けている、いわゆるゼネコンで

あり、Ｇの紹介で被告Ｙ１と取引をするようになり、同社から鉄筋工事、

組立加工等の下請工事を受注していた。Ｂが下請負契約を締結する際に

は、常に同社作成の本件請負契約書①と同様の基本契約書を使用してお

り、後期（４）記載の譲渡禁止特約が明記されている。（乙６） 

イ Ｃは、土地の有効活用、商業ビル・マンション施工を行う株式会社で

ある。Ｃが工事下請負契約を締結する際には、常に同社作成の本件請負

契約書②と同様の基本契約書を使用しており、譲渡禁止特約が明記され

ている。（乙８） 
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ウ Ｄは、主に建築工事・造園工事・土木工事の設計、施工及び監理等の

建設業を行う株式会社である（乙３９）。 

Ｄは下請負業者との間で定型の注文書、注文請書を用いて工事請負契約

を締結しており、注文書等の特記事項欄には、民間連合協定工事請負契約

書約款の定めによる旨を明記している（乙３３）。 

（４） 本件各請負契約及び本件各譲渡禁止特約 

Ａが被告Ｙ１の代表取締役であった平成２４年２月３日、Ｈとの間で工

事下請負基本契約書（本件請負契約書①）が作成され、これに添付された

工事下請基本契約約款の第１４条１項には、契約当事者は、「この契約及

び個別契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させな

い。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。」

との譲渡禁止特約が規定されている（乙５）。その後、被告Ｙ１は、Ａが

代表取締役ないし取締役であった平成２４年９月１３日、平成２５年３月

１３日及び同年８月２日、Ｂとの間で、本件請負契約①に基づき、個別契

約として、鉄筋工事の請負契約をそれぞれ締結し、それ以降も個別契約を

締結した（乙２２、２４）。 

また、同じくＡが被告Ｙ１の代表取締役であった平成２４年７月２日、Ｃ

との間で工事下請負基本契約書（本件請負契約書②）が作成され、これに

添付された工事下請負基本契約約款の第１９条１項には、同趣旨の譲渡禁

止特約が規定されている（乙７）。被告Ｙ１は、本件請負契約書②に基づ

き、Ｃから鉄筋・組立工事を受注した（乙２３、２５）。注文請書には、

Ａの代表取締役ないし取締役辞任後も、代表取締役としてＡの記名押印が

されているものがある（乙２３）。 

さらに、被告Ｙ１は、Ｅが代表取締役を務めていた平成２７年５月１日、

Ｄとの間で、マンション新築工事に係る鉄筋工事の請負契約（本件請負契

約③）を締結した（乙９、２６）。本件請負契約③の注文書（乙２６）及
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び注文請書（乙９）には、いずれも、特記事項として「この注文書に記載

のない条件については民間連合協定工事請負契約約款等の定めによる。」

との記載があり、民間連合協定工事請負契約約款の第６条（１）には、上

記と同旨の譲渡禁止特約が規定されている（乙４０）。 

（５） 本件債権譲渡の経緯 

原告は、被告Ｙ１に対し、運転資金を貸し付けていたところ、平成２７

年７月末ないし８月初旬ころから、その返済が滞るようになった。 

そこで、Ａは、Ｅに対し、被告Ｙ１の受注債権のリストを作成するよう指

示し、これに基づいて、原告と被告Ｙ１は、原告と被告Ｙ１の２８２３万

円の借入債務の弁済に代えて、本件各請負代金債権を含む９本の債権を譲

渡する旨約する旨の平成２７年９月１１日付け債権譲渡契約書を作成し、

被告Ｙ１は、同月１６日、第三債務者に対し、その旨の譲渡通知をし、本

件各第三債務者に同日ないし同月１８日に到達した。（甲７） 

本件債権譲渡に際し、Ａは、被告Ｙ１に対し、本件各請負契約書等を見

せるよう述べたことも、譲渡禁止特約の有無を尋ねたこともなく、また、

本件各第三債務者に対し、譲渡禁止特約の有無や契約の詳細を問い合わせ

たことはなかった。（原告代表者８頁） 

２ 原告の本件各譲渡禁止特約についての悪意又は重過失の有無（争点（１））

について 

（１） 本件各請負代金債権は、いずれも工事請負契約によって発生したもので

あるところ、民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款（乙１９、４０）

のみならず、中央建設業審議会が作成した民間工事標準請負契約約款のう

ち、民間の比較的大きな工事を発注する者と建設業者との請負契約に関す

る標準約款（乙１６）、民間小規模工事の請負契約に関する標準約款（乙

１７）及び、下請負段階における請負契約に関する建設工事標準下請契約

約款（乙１８）のいずれにおいても、譲渡禁止特約が付されており、また、
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市販されている契約書式集（乙２０）においても、建築工事請負契約書の

みならず、工事下請契約書のひな形にも譲渡禁止特約が明記されており、

建築業界において請負代金債権の譲渡について譲渡禁止特約を付するのが

通常であり、このことは広く一般に知れ渡っていると認められる。実際、

前記１（３）に認定したとおり、本件各第三債務者のいずれもが工事下請

負契約において、譲渡禁止特約を付していた。 

そして、Ａは、前記１（１）及び（２）に認定したとおり、Ｇ及び被告Ｙ

１の代表取締役ないし取締役として、約４０年間建設業界に携わっており、

上記のような建設業界における慣習を熟知していたと認められる。加えて、

Ａは、Ｂ及びＣとの本件請負契約①及び②の際には、被告Ｙ１の代表者の

地位にあったこと、ＨはＧが紹介したものであるところ、前記のとおり、

ＧとＨとの請負契約においても譲渡禁止特約が付されていたこと、前記の

とおり、Ｂ及びＣとの間で、個別契約が締結されているところ、これらの

契約書において、Ａが代表取締役として明記されていること（乙２２、２

３）からすれば、原告は、本件請負契約①及び②における譲渡禁止特約を

知っていたものと強く推認され、譲渡禁止特約を知っていたものと認めら

れる。もっとも、本件請負契約③は、平成２７年５月に締結されたもので

あるところ、このころには、Ａが、被告Ｙ１の取締役を退任していたこと

からすれば、Ａが本件請負契約③に譲渡禁止特約が付されていたことを具

体的に認識していたとまでは認め難い。 

（２） もっとも、原告が、本件各譲渡禁止特約を知らなかったとしても、上記

のとおりの建設業界における周知事項、Ａの知識経験からすれば、本件各

第三債務者のようなゼネコンや建設工事の施工等をしている会社との請負

契約において譲渡禁止特約が付されている可能性が高いことは十分に認識

でき、特に、その中には従前、譲渡禁止特約付きの請負契約を締結してき

た業者が含まれているのであるから、本件各請負契約においても譲渡禁止
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特約が付されている可能性を十分に認識し得たといえ、この点を調査すべ

き義務があったというべきである。そして、前記１（１）、（２）で述べ

たＡと被告Ｙ１、Ｅとの関係や、取引先がＡの紹介先等も含まれていたこ

となどから、容易に問い合わせることができたのに、これを一切せず、契

約書を確認することなどもしていない。本件請負契約書①及び②を見れば、

譲渡禁止特約が明記された工事下請負契約約款が添付されていることから、

容易にその存在を認識することができたといえる。また、本件請負契約③

に係る注文書（乙２６）及び注文請書（乙９）に、約款が添付されていな

かったが、特記事項として「この注文書に記載のない条件については民間

連合協定工事請負契約約款等の定めによる。」と明記されており、Ａは、

民間連合（四会）協定工事請負契約約款に譲渡禁止特約が付されているこ

とを認識していたことから、譲渡禁止特約の存在を認識することができた。  

しかるに、原告は、これらの調査義務を一切尽くすことがなかったので

あるから、少なくとも、原告に重過失があったといわざるを得ない。 

（３） これに対し、原告は、Ａがゼネコン等の大手建築業者が契約に利用する

四会約款において譲渡禁止特約が付されていることを知っているとしても、

下請負工事には、譲渡禁止特約がないことが多いとの認識であったから、

調査を尽くさなかったことにつき重過失がない旨主張する。しかし、前記

のとおり、四会約款のみならず、他の工事下請負契約におけるひな形にお

いても、また実際に本件各第三債務者が使用していた契約ひな形等におい

ても譲渡禁止特約が付されており、下請負においてこれが付されないこと

が一般であるとの事実は認められない。また、中小企業において明確な契

約書を作成せず、したがって、譲渡禁止特約が付されない場合があるとし

ても、本件各第三債務者は、前記１（３）に認定したとおりの株式会社で

あり、その請負契約の内容も鉄筋工事等であるから、これらの契約に譲渡

禁止特約が付されていると考えるのがむしろ通常であって、上記主張は採
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用できない。また、原告は、本件第三債務者に尋ねたとしても、守秘義務

により回答されることはないから、重過失はない旨主張するが、そのよう

な事項に守秘義務が及ぶとは考え難い上、Ｂ及びＤは、第三債務者が譲渡

禁止特約の有無について問合せがあった場合には、回答する旨を述べてお

り（乙３２、３３）、本件各第三債務者はいずれも譲渡禁止特約の存在を

供託理由として記載しているのであるから、上記主張は採用し難い。また、

原告は、本件各第三債務者に対して問合せや契約書の徴求をしなかったに

とどまらず、被告Ｙ１に対してもこれらの行為をしなかったのであるから、

原告の重過失は優に認められる。 

３ 被告国による本件各供託金還付請求権の差押えが信義則に反し無効となるか

（争点（２））について 

原告は、公債権の回収が私債権の回収に大きく遅れているような場合には、

信義則によって、私債権の回収が公債権の回収に優先する旨主張する。 

しかしながら、債権譲渡と滞納処分による差押えの優劣については、債権譲

渡の第三者対抗要件と滞納処分による差押えの送達の先後で決せられるもので

あり、本来、原告主張のような信義則による理論構成をとるまでもなく、回収

に先んじた者が優先することになる。ところが、本件において、原告が本件債

権譲渡による回収ができなかったのは、前記のとおり、本件譲渡禁止特約につ

き、悪意あるいは重過失があったことにより、債権譲渡によって当該債権を取

得し得ないことに起因するものであり、被告国が本件差押えの対象とした租税

債権の法定納期後直ちに本件各請負代金債権の差押えをしなかったこととは何

らの関連もない。 

したがって、原告の上記主張は独自の見解に基づくものであって採用の限り

ではなく、他に被告国の本件差押えを無効とすべき信義則違反を基礎付けるよ

うな事実も見当たらない。 

４ 以上によれば、被告Ｙ１の原告に対する本件各請負代金債権の譲渡は、本件
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各譲渡禁止特約に反しており、原告は、このことを知っていたか、少なくとも

重過失が認められるから、原告は、本件債権譲渡により当該債権を取得し得ず、

その結果、本件還付金請求権を有しないこととなり、一方、被告国は、本件各

供託金についての取立権を有するものと認められる。 

原告の被告Ｙ１に対する本件各供託金還付請求権の確認訴訟については、被

告Ｙ１が口頭弁論期日に出頭せず、何らの準備書面の提出もしないから、争う

ことを明らかにしないものとして請求原因事実を自白したものとみなす。なお、

被告Ｙ１は、原告に対し、平成２８年３月４日付けで承諾書を差し入れている

（甲１２)ものの、譲渡契約の存在を争った経緯や、本件各供託金の払戻しには、

被供託者を相手とする確定判決又は承諾書を要することに照らすと、確認の利

益は認められる。 

第４ 結論 

以上によれば、原告の本訴請求は、被告Ｙ１に対する請求にはいずれも理由

があるからこれを認容し、被告国に対する請求には理由がないからこれをいず

れも棄却することとし、一方、被告国の反訴請求はいずれも理由があるからこ

れを認容することとして、主文のとおり判決する。 
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